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 2018 年 6 月 16 日、第 54 回地方自治研究神奈川集会が TKP ガーデンシティ横浜で開催された。 
福島大学経済経営学類准教授の吉田樹氏より「人口減少社会における交通まちづくり戦略 ─地域交

通網の再構築と公営交通のあり方に着目して─」をテーマに講演をいただいた。以下は、その講演

内容をもとに編集部が作成した原稿に吉田氏が加筆・修正したものである。 
  
 

１．懸念される交流機会の減少 

 
 私は、地域交通を専門に研究をしています。

今日は、人口減少社会というキーワードで交

通をどう考えていくのか。公共交通と呼ばれ

る鉄道やバス、タクシー、特にバスを中心に

現状はどうなっているのか。神奈川の場合は、

横浜、川崎に公営交通がありますが、公営交

通はその中でどういう役割が期待されている

のか。また、高齢化が進んでいく、支える担

い手も減っていく中で、よりきめ細やかなサ

ービスを求める地域の皆さんに対し、自治体、

公営企業体がどういうコミットができるのか、

ということをお話できればと思っています。 
 
(1)人口減少下の地域と「対流」の装置 

まず『対流』というキーワードから始めま

す。「国土のグランドデザイン」という新し

い国土形成計画では、これからの日本の国土

像で、人口減少社会を前提に「対流促進型の

国土の形成」ということで「対流」という言

葉が使われています。人の対流、ものの対流、

情報やお金の対流ということですが、そうい

う動き、運動量が活発な地域を作っていくこ

とが、新しい国土計画のベンチマークです。 
対流を水の温まり方で言えば、ビーカーの

水の中に軽めの玉を沈めておいて加熱すると、

運動を始めますが、それで全体に熱を行き渡

らせていく現象です。この対流現象には、重

力と熱源と温度差という 3 大要素が必要で

す。熱で温められた部分は周りに比べて比重

が軽くなるので、上のほうに上がっていく。

でもだんだん冷やされてきて、重力に乗って

再び下がってくる。そういうことを繰り返し

第 54 回地方自治研究神奈川集会講演（2018 年 6 月 16 日） 

 

人口減少社会における交通まちづくり戦略 

—地域交通網の再構築と公営交通のあり方に着目して— 

 

福島大学経済経営学類准教授 吉田 樹 

 
写真挿入 

人口減少社会における交通まちづくり戦略　1



 2

ます。 
これを地域づくり、まちづくりという

で き えて考えて ますと、まず地域づく

りの では、 のコン クトシティとい

う から んだ「コン クト

ットワーク」という が されています。

コン クトシティは な 中に っと人

を集めるわけですが、「コン クト ット

ワーク」は分 した を集めて、 と

を ットワークで な 合わせていくこと

によって対流を していく。 
そのときに重力に する、なくてはなら

ない道 と けられたのが地域公共交通

です。 やかな地域、 やかな場 と、 か

に める場 があってもいいし、 ったりと

心して める場 があってもいい。い ん

な の地域があっていいわけです 。地域

とのそれ れの 情が うから、私たちには

交流しようという チベートが いて、そこ

に対流が される。その対流を す

が地域公共交通というわけです。 
しかし、この対流現象もずっと温め けて

いないと まってしまう。だから、交通ある

いは がどういう に かれているのかを

えず タ ングして、 ス ントして、

新しく ランを っていかなき いけない。

その熱源に するのが、 たく言えばまち

づくりということになります。 や地域を少

しず くしていく スも大 になって

くるわけで、そういう が「対流」に ま

れていると考えています。 
 

(2)交 「 」の  

公共交通の が になるとき、公共交

通が「あること」が大 だと言われることが

あります。しかし公共交通は「あること」だ

けでなく、それがち んと らしの場 に使

えるのか、道 として使いこなせるのかとい

うことが に大 です。 らしや など

は、 の重要なキーワードになりますが、

どういった場 でどのように使ってもらいた

いのかということも せて発 していくこと

が、交通まちづくり には求められていま

す。 
の下 前の再開発ビ は、

は 業 として されたビ ですが、

10 年が経 して 、 役 の本 に

なりました。下 はターミ で、

の鉄道 が している交通 です。

業 の を 前に作って、そこで皆さん

に い をして交流してもらう、本 はそう

いう のために、 はイン ラを

したんです。 は、交通 地域がない

ということで になりました。10 年ほど

前に 内のバス を全て めて、 全にド

・ ー・ド のデマンド交通に全て き

えたので、この は交通が な人はいない。

それが 進 とされました。とこ が 10 年

経って、交通の が高いはずの 中の

が れ、どんどん 化が進んでいきま

す。 
方、 中には から んでいる方 も少

なくありません。そういう方 の周 の

は われて、 に新しい い が て

しまった。それで今度はその 中の人たちを

うための新しい地域内バスが り しまし

た。 
また、高齢社会が進 していく中で公共交

通は られる。公共交通がないと高齢 は

きていけないとよく言われるんですが、はっ

きり し上 て、高齢 は り りまで運

します。な なら が なんです。ド

・ ー・ド だから で、行きたい に

行ける。それだけではありません。 べる必

要が ない。公共交通にし 、福 の 動

サービスにし 、 べる手 がかかります。

そのためにい んな も必要です。だから、

が運 できなくなったときに公共交通にさ
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っと れるかというと、そんなことはない。 
えば福島 は、原発 の

域となりました。 、 や

の皆さんに してもらうシーンが成 して

いた地域ですが、それが われてしまった。

その中で高齢 の皆さんは、 動手 として

自 を しています。年齢 を経るに

って「自 を運 するようになった」

人の割合は減っていくわけですが、 の

場合は年齢 によって全く わりがない。

の手 として が られるんです。 
このように、交通手 を するというこ

とだけでは、地域でさま ま えている

は けないということが分かります。 まり

交通を として、さま まな 分 と

び けて考えないといけないということです。 
 
． 営 の る 

 

(1) 営 の「 の福 の 」と  

私が 公営バスの経営 に わってい

た中でのやり りです。ある の方が「公

営交通の 原 というのはキ りの運

経 です 。これが バスよりもな 高い

のか。」とおっし いました。交通 の

えは「私たちは大型 を っていま

すから高いんです。」でした。 バスも大

型 がなければ運 できませんが、交

通 は、それ以上の えを全く して

いなかったんです。 の方は「 な回

ですよ 。」と しました。 
私は、公営バス 業にい い と わり、

経営再 にも わっていますが、なかなか前

に進まず、 が対 することも くありま

す。それでも公営交通をどうやったらもっと

くできるかとい い 考えています。 地

の公営企業体の には、な 交通 業

をやるのかが いてあります。『交通 業は、

に企業の経済 を発 するとともに、公共

の福 を 進させるように運営されなければ

いけない』と いてある。では、公営交通だ

からできる公共の福 の 進とは、 体 で

し うか。公営交通の を なく

できますか。企業体を る運動に皆さん

っていませんか。その を、 を 回クー

にして考えていただきたいと思います。 
 
(2)2000 年 の と 日  

乗合バス 業の 前の 2000 年に、

公営交通 業 会が公営バス 業の今日

に いて、 イントとしてまとめた報

があります。これを 18 年 の今もう 1
回 返すと、 体どう えるのか。 
公営企業体の として、まず め

に、 の 入が めない場合に自ら地方公

共 体がバス 業を経営して サービスを

提 すること、と かれています。とこ が、

デマンド交通は全国で 400 い自治体に

入されていますし、コミ ティバスの 入

は が 1 う。こうした 入 の さを

どう するのか。 では、横浜 や

など公営交通が運行されている自治体で、

部 の の地域 と した 動手

の り が んになっているわけです。

まり、コミバスやデマンド交通 の地域

と した 動手 の は、そもそも

バス 業 の 入が めない、あるいは

入しても したとこ が中心のはずですが、

そういうとこ で公営交通が イ ーにな

れていない。そうするとこのシーンは、18
年 の中でだい わってきています。 

めは、公営企業は地方公共 体の 部

として を行っているので、さま まな分

と した ができると いてあります。

えば、国土交通 で公共交通の大 が

あり、そこでは、福 や 、あるいは

などの 分 と した の も少なく

ありませんが、大 は 営バスと にやっ
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ています。地域公共交通網形成計画 も

全国で 400 を えていますから、そう考え

ると、これが本 にできていますかというこ

とを わなくてはいけません。 
めは、 バスの という で、

営は営 による ・ や

スクがあるが、公営バスの場合には 期

な運行サービスの提 が である。

こう言われて、乗合バス 業の で日

本のバス 業 が本 にガンガン進んだの

かというと、全く わらなかった。乗合バス

業 の 2002 年を に キ ・

キ は えていない。 
グッと えるのは 2006 年で、これは道

運 の 正です。いわ る 原 方 、

キ たりの運 に づかない 運 は川

崎や横浜のような大 の場合には以前から

められたわけですけれども、それ以 の自

治体においても えば 100 、あるいは

200 という 運 で らせるバスや、

で るデマンド交通は、2006 年以前に

は乗合バスとしてカ ントされていなかった

んです。とこ が、2006 年からそれらも乗

合バスとしてカ ントされるようになった。

そう考えると、 の な でキ

が がったという話でもない。 
めは、 公 や の 入、あ

るいは 支の 上に び きづらい

を に行う。 かに、 公 や ン

ステッ バスを に 入してきたのも公

営企業体で、このときには役割を たしてい

ました。とこ が今、神奈川や では

バス会社も くの が になって

います。しかも神奈中は バスをやってい

ますし、全国には カードに 自サービス

を 開している会社も少なくありません。そ

ういう ではこれも まってしまった。 
めは、 会・ の を した運

行サービスの提 が であることです。

えば、 の で地域の皆さんと 体

になって いとこ に手が くようなサービ

スをやりまし う、というシーンがあるわけ

です。横浜 もそれをサ ートする 度があ

って、横浜 の地域公共交通会 ではそうい

うテーマを されているはずですが、私が

る では、横浜 の地域公共交通会 に

公営企業の が入っていない。ということ

は、 部 が地域 の皆さんとタイ ッ

するときに、公営企業体を めて考えてい

ないということなんです、これは しき

だと思っています。 
方で公営企業体の しいとこ は、 会

が地域と になって く要 するから、そ

れに えなき いけない。だから要 が

くなって、 な も けない

になっているのではないか。ある自治体で、

公営交通の 全化を るための 会に 考人

で呼び されました。そのときに、

本 に公営交通を して くしたいと思うの

なら、公営交通に「この らせ とうち

の が言っている。」という言葉を今

から 対言わないようにしてくださいと し

上 ました。 
めは、営 求が目 ではないから、

内部 による 度の の

が である。今、公営企業体は内部 を

前提としているわけで、だったら 原 が

い 営バスの方が内部 でもっと くの

も できるはずです。 
めは、公 としての 分 により

が しているため、 な人 を

することができる。今は人 のために

を進めている公営バスもあり、

営よりも が高い正 の 集もあり

ます。そうすると地方 では 営バスから公

営に乗 が流れるので、 、 営バスの

ットワークの方が される。だから 営

バスしか っていないとこ は、 どい交通
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地域になるんです。それを公営企業体が

やってしまうというバランスを考えなき い

けない。 
が こってから 16 年、この

ートが発せられてから 18 年で、状 は大き

く 化しました。18 年前の の だけ

で公営バス 業の を考えるのは、 が

ていると思います。今日 な は、これ

からの話の中でい んな ントが てきます

ので、それを って考えてください。 
 

． の  

 

(1) る の  

では、そもそも バスはな したの

か。 企業も公営企業も ですが、

部門の を使って を すると

いう「内部 」が経営の ー になってき

た。特に バス 業に しては 全に

で、国が の を えてきたわけ

ですが、それは 方で、 かる と から

ない とを ットで する、ということ

を要求されたわけです。でも、バスの乗 人

は年 減ってきて、そんなに い が地

方 に されているとも思えない。 
また、高 バスや バスで やを る

というのはあり るわけですが、 バスも

が しい。今は、運 金 度が さ

れて、どの会社もそれなりに しく れるよ

うになってきていますが、 バスの業 も

割 で、高 バスに しても は し

ているわけです。 がとれる部門が と

少なくなる中で、 からない部門も する

ことを考えていかなき いけない。 
そこで、 く く 網を していくしか

ない。 まり、乗っているとこ も、乗って

いないとこ も 減という形でやっ

ていくしかない。公営企業体の場合は、

にしてそういう形で 網を しているわ

けです。 
 

(2) の  

の です。 は、地下鉄の が

に開業し、2 年前に地下鉄 という

新しい が開業した。 全 開業から

が開業するまでの 22 年 に、 体

が こったのかを 量 に分 しました。こ

の 22 年 、サービス 1 を るとお さん

が 1 4 ていることがわかりました。サ

ービスを 1 ってお さんが 0 5 しか

なかったとしたら、福 には が

ありますが、交通 業としてはコスト 1
っても 入が 0 5 しか られなかったとい

うことですから、 化が られています。

とこ がコスト 1 って、 が 1 4
も られているので、やっただけ にな

る。 まりサービスの 下がさらなる

の を く。これが のス イラ です。 
減らすことは 化の 1 の 力な

ですが、 は減らし方です。 これだ

け るというやり方で経営を していく

り、 は のス イラ は まらない。減ら

してはいけないとこ 、 に るとこ 、

に でうまくいくとこ 、そういうような

シーンを にすることによって、 は

の 化が れます。 
が減ってサービスが り下 られる、

そしてまた が減るという があるわ

けです。それで が 下する。それによ

って 入 源の スクが発 する。これが

だったら、人が できない、 が え

ないという話になりますが、公営企業体は、

会計からの に ら るを ないとい

う スクになり、そこでまたサービスを り

下 るを ないということになるわけです。 
入 源 スクの部分は、公営と 営で

うとこ がありますが、 本 に のス

イラ の ンクは しています。それを
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い い なとこ で ち らなき いけない。

ち るときには、 ットワーク自体を

め していくことも重要です。あるいは

のように、 のように から

の減少を い める。 ビ ティ・マ

ントや、 の り ということをや

る。これも 力な だと思います。 
えば横浜 交通 も バスを に

活させて、そこで 要が れている。このこ

とは、 の の部分に入ってきます。 
 

．地域交 「 」  

 

(1) る 交流 る 

交通 本 が 4 年 前にできました。

私は の交通 会に

された、「交通 本 」の 会に

として 画をしました。 が上 されたの

が 2011 年 3 月 8 日で、その 3 日 に が

あり になって、自公 になったときに

「 」という言葉が中に いた が成 し

たわけです。この の 本 は、

のときに 会に提 した第 2 の

と、現 の自公 下における第 2
の とほとんど わっていません。 

期には 動 、 動の

が前 に ち されていました。な それが

られたかというと、 がその を

するのか。国か、地方公共 体か、あるいは

な ちをどう担 するのか。どこが

を担 する 体となるのか、というとこ

が められなかったからです。 
日本が の 進 国と うのは、交通 業

を の私企業の営 業としてきたという

な道を ってきたことです。それが し

くなってきたから、この 15 年 らい公共

クターが わるようになった。今、国が交通

本 を担 する 源として、地域公共

交通 業という が まれて

いますが、これだけい い 言われているの

に年 が れられています。そんな状

だから、 動の は 本 に けなか

った。それでもやっていかなき いけないと

全 が したキーワードが、「 活」と

「交流」というキーワードです。 
 

(2)「 」の  

ほど、 活を支える地域公共交通は「あ

ること」が大 なん ない、それが道 と

して使えることが大 だという話をしました。

このサービスが提 されることで、ち んと

い の 会を れるのか、 学や の

会は れるのか。そういったものを めて

いかなき いけないわけです。でもそれだけ

なくて、交流を支えるとこ も重 しな

き いけないという話も てきています。

、お に行かなくても トが に手に

入るようになっています。い んな手 で

は することができる、サービスも す

ることができる の中になって、 に自分が

けなくても える。しかし、交通まちづ

くりの としては、皆さんがおでかけして

やサービスを できる づくりが大

です。公共交通の ットワークを道 として

の らしを り、おでかけの 会を作る。

これを地域交通 で、交通まちづくりの

でやっていかなき いけないわけです。 
交通とまちづくりを び けるときに、大

きな自治体では土地 との に 目をし

ます。 さな自治体の場合には、 計画

域はない、 きもされていないということ

で、まちづくりとの って 体 のことだ、

となるんですが、おでかけをしてもらう道

として公共交通 を考えるためには、おで

かけの目 が必要です。 
「国土のグランドデザイン 2050」という

中に「コン クト ットワーク」というキ

ーワードが されています。これは、 か
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を 中に集めるという話ではなく、

を しているものでもありません。それ

れの地域がそれ れの を っていい。それ

を ットワークとして ていくことで、

人 の対流が まれるということです。公共

交通の ットワークを作っていくときに、

の ットワーク、 まり、真ん中の

と の という、 を ットワ

ークと、その の 、あるいは 中の

まで ってくる ットワークと、この 2
をどう にできるかというとこ がカ

を ってくるわけです。 
 

． 交 の「 」 「 」と 

    る 

 

(1) る の  

では、そのための公共交通網をどのように

体 に ットワーキングさせればいいのか。

私は で 15 年 交通 に わっていて、

の公営企業体と の を 15
年 やってきています。 では、 を

ットワークというとこ で公営企業体

と 営バスが 合している。 合していると

こ はものす く本 が いけれども、 方

とも でした。だったら共通して い

に して動かしていけばいい ないかと

いうことで、公営と 営がタッグを んで高

い を にやれるとこ を作っていき

まし うとなりました。それが『 てる

』の考え方です。 
は人口 23 人の で、

からわずか 2 36 分で着きます。

の周りには、 テ と さんと ー

ンしかありません。そこから 中まで

キ らい れていて、その を公営の 営

バスと の 部バスという会社の 2 が、

経 の う も めて 22 運行してい

ました。以前の イ では、 前 を る

と 03  1  28  31  40  43  46  5 分と、こんな

に っている。2 社で合わせて 1 日 112 5
も らせたんです。 から中心 の

を 112 5 というのは、 新大 を

の よりも本 が い。そして、 03
から 1 は 14 分 くんですが、40  43  46
は 3 分 ッドなんです。 
なんでこうなるのか。 では 営と 部バ

スで乗り場が っていましたが、 中の

場は 1 本の ー です。 から全 が乗っ

てくるわけではなく、 中の 場から

と人を乗せて の 中まで かっていくわ

けですから、 場に に着かせたほうが

入を できますよ 。31 分と 43 分を ら

せる公営交通は イ 正で、 40 分の

部バスの前の 38 分発にしようと考えるで

し う。そんなことを繰り返していけば、

20 分 らいバスが ないとこ と、5 分で 3
も るとこ が てくるわけです。 
経済原 では 企業の 入の 大化が

されますが、それでは全く を高めない

ので、10 年前の 2008 年から 10 分おきに交

の運行にしました。それにより、トータ

で運行本 が減らせました。運行本 を減ら

してコスト ンし、しかもお さんに分か

りやすい イ になって、対前年比 6 4 で

乗 を ばせましたから、 を 化

できました。 まりコードシ による

上です。 
年齢人口がどんどん減っていく中で、

地方の 営の 業 は乗 の が に

しい。しかも、 くの を 下すると、

の 新も に大 で、 だけでは

20 分に 1 本しか らせられない。けれども、

公営と合わせ 10 分に 1 本とすることで を

高めることができる。 まり を高めるため

の イ ーとしての公営企業体というのが、

の公営交通の です。それでも

営バスの営業 は、共 運行 コードシ

人口減少社会における交通まちづくり戦略　7



 8

をしているとこ に しては で

す。1 だけ があるんですが、 は

本 には を れています。 
 

（2） 地域と の  

の場合、公共交通網形成計画の中で、

公共交通の が な 地域を にし

ており、 でも 20 分に 1 本のバスを

することが づけられています。 計画

の中で 地 正化計画という 度があり、

域を めることができるのですが、

では「コン クト ットワーク」を

現していくため、 域を公共交通

が な地域と重 ました。交通 として

バス の を ち したことによって、

土地 の計画とか、 分 の計画と す

る素地になりました。 
国 の ッシ データを て ますと、

いは、 コ通 が んで、 に っ

た通 を行っていないということが分かって

きました。その 方で、 画 で人口 加

している地域があることも分かります。

は年 で 1000 人の人口が減っていますが、

この 画 された地域は少なくともあと

20 年 らいは減らないという があ

ります。しかし、ここはさきほどの か

ら れていました。 計画から ると、こ

れから人口が えていくとこ に を

することが自 ですから、交通 では

をもう 1 回再 して、 年 4 月 1 日

の イ 正で を経 する で

す。 
 
．「 」の の 

  と 営  

 
(1) の  

特に 部では、 えやすい イ がとて

も大 です。私は の地域公共交通活

化 会の も めていて、 ーバスに

わって 10 年、 ですがこんな経 を

しました。 ーバスの 3 は、

を とした です。 田 バスか

ら乗 の がなかなか れないという

が てきたので、 成 24 2012 年 8 月

から運行 を 20 分 から 22 分

と したんです。運行経 は全く して

いません。たった 2 分しか運行 を や

していないのに、 は 25 も減りまし

た。1 たりの乗 も減って、さきほど

の のス イラ の通りでした。 
それで は イ を に しました。

運行 を 20 分に すと乗 を やさな

ければいけないので経 ですが、乗 を

25 ったということは、25 の福 を

ったということになりますので、 は

発 を しました。より くの人に使って

もらうため、 を するための とし

て 支 の をしてくれたわけです。こ

の までに 2 年 らいかかりました。

を やすことを めた 成 24 年、

の は 成だったんですが、このときあ

るバス会社の は「 が 対に減る」

と 対しました。通 の 会で は手を

られませんが、 の私も 人 に減る

と言った中で まってしまった。しかし、

会のなかで タ ングをきちんとやった

ので、 に す合 形成ができました。 
公営企業体の役割は、こういうサービスを

ち んと提 するとこ も大きいと思います。

だったら 化してバラバラな ッドで

しか運行しないけれども、公営企業体のバス

だったら は 対に 10 分 ッドで る。

もち ん がありますから まってい

ったり がっていったりしますけれども、横

浜 発や川崎 発は 10 分 になっていま

すといったような を していく。これ

も公営交通の と思っています。 
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(2) の  

な 公共交通が使われないのかというと、

「 べたけど使えない」という話と、「 べ

方が分からなくて使えない」という話と、

「そもそも公共交通を使う 活スタイ が

にない」という人もたくさんいます。

玉 の 地域で『バス交通 の 度』の

ン ート が行われました。日 の ら

しの中で、公共交通を必要としている人でも

自分の りのバス がどこにあるのか ら

ないという が ました。公共交通を使わ

なくてもいいと言っている人が らないとい

うのは分かりますが、必要としている人にも

情報が いていないというのが、バス交通だ

と思います。 
また、 はインバ ンドが んに言われ

ています。 も えてきましたが、

えば、「ト ッ ドバイザー」という

大の 行サイトと しているサイトがあ

ります。そこに、今は されてしまったん

ですけれども、トラベ ットという グ

サイトがあって、「 」と交通手 の 合

をかけて ると、自動 を使った話はほ

とんどなく、バスのほうが いんです。 
日本の分担 として考えたら真 なんです

けれども、インバ ンドの人たちはできる

り 動にお金をかけたくないので、公共交通

を本 によく使います。 バスや地下鉄に

インバ ンドの 人 行の人たちがサラッと

乗ってくる。そうすると、そういう方 がち

んと使えるような というのを作ってい

かなき いけないということですよ 。 
のバス に「 日 ・ 日 」とい

う 前がありました。バス会社によって 前

が っていて、 めて た人には 内するこ

とができない。「 日 」は バス会社、

「 日 」は公営企業体で、それ れ「うち

がやってきた な 前だから れない」

と言い るんです。これではいけないという

ことで、中心 地にある のバスのりば

を「中心 ターミ 」という 前に し

たうえで、 から のりばという運 に

しました。また、バス では、 の地

下鉄のようにラインカラーを作って、 えば

1 乗り場だったら のほうに行く P 方 と

方 。2 乗り場だったら のほうに行く

方 というような形で、乗り場と方 を 1
対 1 対 させました。全部トータ でデザ

インするというのが の考え方で、 、

営 わず全部 とラインカラー

にしています。高齢 の が いのに で

ベットにするんだ、 めないだ う

と 言われました。でも は と

があるから 内できないんです。 
 

( )  

玉 の 地域では、 バスと に

やりました。 を め 1 4 の

で全部 ンバ ングを しました。どちらの

方 に行くかを ベット 1 で、

に経 するのは の クトグ

ラ も入れるというように、全部トータ で

やりました。 行 神社行きというバス

があります。インバ ンドの方がたくさん

乗っています。な インバ ンドの人にバス

が使われるようになったのかというと、皆さ

んは の いたバスに乗ればいいとだけ

内すればよい。ただそれだけの で、たく

さんの方が乗ってくるんです。 目 か

ら した せ方をしていくことによって、

インバ ンドの 人 行 要も り こすこ

とができるわけです。 
横浜では、 の ー ー の 内を

ると 乗り場と いてあるんですが、 、

乗り場は バス 業 ですと いてある。

これが 目 です。 も ー ー

には 営バスの 内しか ていないんです

が、 えば 2 とか 3 の乗り場のとこ に

人口減少社会における交通まちづくり戦略　9



 10

は、 バス 方 と いてあるんで

す。こっちに行く 社 がこれだと けば、

は 社 を べてくれるわけですから、

でいいんです。 社の イ 正まで対

できないから、こういう き りになって

いると思うんですが、どこに バスが っ

ていることを で できている人はマ

しかいません。そう考えると、情報提 の

方を考えなき いけない。 
は、 を すために 全部を方

に しち ったんです。 は カラー

がそんなにまだ していなかったの

で、わかりやすく 現するために けた が

分かるように全部方 に して、

のバス乗り場の 内も 化させた。こうい

うことをやっても かるかどうか分からない

ですから、 営バスにはできない。サインを

ードして、 の 業 にもはまるような

提 することによって、公営企業体の

が てくるということになります。 
 
(4) 営交 る  

営バスの経営再 は、15 のう

ち 4 の と、 の 6 の ま

では内部 で できるので、 りの 5
を に しますという考え方でした。

私は、それなら 原 が い に全部

せれば 15 まで内部 できる、公営交通の

はそういうとこ ないですよ 、

という 提 をしました。公営企業の場合

には、 で経営再 を乗り うとさ

れることが少なくないわけですが、営業

でやるわけです 。人 の は れま

すが、そこで してしまうのは、その中

に 会や の皆さんから く要 された要

とか、さっき でお話したような

運 の状 で らかに とは言い い

です。 
業 は 要に合わせて を める

ので、 ターン イ はやりにくいことがあ

る。 方、公営企業体は、 を してサ

ービスを めるので、 ターン イ はやり

やすい。公営のほうがその においては

があります。 
そう考えると公営企業体に期待される役割

は、公共交通網の 上に することが

1 だと思います。 営は 要に て

量を める。 ほど の でお話したよ

うに、 ターン イ にして を高くして

いくと が くなることがあるんです。し

かし公営が共 運行も めて考えていくと、

そういうことがなし るので、 に

とか 戦略というとこ と び けられる

わけです。そういう をする公営交通

の役割は大きい。 
それから、 に せても か

入で、 の交通 ードや えも しい中で、

活に える が められるサービス

を する役割は、 として公営に求めら

れます。地域公共交通会 の をうまく使

って、自分たちでは な をこっちに

り けて、 し イ ッドに考えてい

くことが公営のやるべきことです。 
 
．「 」 る 

    交  

 

(1) る  

に、バスからまちづくりや福 を考え

るということをお話します。 
地域公共交通の は、10 年前だったら

が減ってどうするんだということが中

心だったんですが、今は必ずしもそうではあ

りません。おでかけ がない、おでかけのきっ

かけがない、おでかけの し を らない

の 加が されています。また。

のバス・タクシーも しい状 に かれてい

ますから、 が 化、 化している。
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しかも、コン クトシティから「コン クト

ットワーク」になってきたことで、地域

内あるいは地域 での対流というとこ まで

目 を ってくる必要が てきました。 
交通の を交通だけで考えてはいけない。

要するに、交通を として 合 を考え

るという になったわけです。 
これは情報提 の ですが、 営バス

は 、コンビ とか にバスの

を けています。スマ を っていない方も

いのでこういうことがす く大 になって

くる。交通情報を 活 と び けて考え

るということは、 では によくやら

れています。ドイ では鉄道 構内の ン

でも、あと 分で が ますと していま

すし、人が集まる場 にバスやトラ があと

分で ますと ッと分かるようなものが

えられていて、 活 の中にさり なく情

報が提 されている。 
また、 とか では「バス ック」

というコラ をたくさん り していま

す。これは、 の 力 なお や と公共

交通の乗 をコラ させたものです。1
の れ は の と した バ

ス ックで、 形、 、高 という 人

が の ・加 ・流通と「6 化」を

以前から行っていました。これを公共交通と

び けることによって地域の経済 を

す。 さんが入りにくい まいなので、

ッ ー 化することで を下 ることが

できるわけです。しかもマイカー ないか

ら 少 めますということで、まちと公共交

通を び けるこんな らかい り があ

ります。 
 

(2)地域 交 の  

こうした ットワークづくりやまちづくり

との を、 して考えるのが地域公共交

通会 だと思います。地域公共交通会 は、

言ってしまえば特 会 で、道 運 で

されているものの上乗せや横 しができる

です。これをうまく使うと、い んなス

テーク ーの合 形成が られるだけで

はなくて、 業 としてやりたいことや行

としてやりたい もできます。 
の場合は、公共交通会 の下に

な分 会というものを けてほ 月 1 回、

ち りでやっています。よーいドンで

が かることもあるんですが、それは

それでいいんです。そういう中で ーシ

ンが まれてくる。 会 だけやってし

んし んと わる形だと全く いものが

されない。 える、ほめる、 くという

「 んなでかい ん 」は、 の ー

ー からす に ことができます、お

めの言葉はほとんどないですが、い んな

イデ とかお りを けます。そういうもの

を にしながらの もやっています。 
 

( ) と る「の 」 

「ラストマイ 」といわれる、 らしの

の の は、 で ていることが少

なからず いわけです。 えば、交通行 と

福 行 の にある ースでは、自分の

分 を少し て が考えられれば、

を めることもできますし、全体の イも

ることができるわけです。地域の活 化、

ほどの対流の促進というとこ まで で

きるん ないかと思います。 
ンバーは自 、 ンバーは営業

と 分するために を分けているわけですが、

公共交通手 をいわ るラストマイ までど

うやってサービスを行き かせるのかという

ときには、い んな ーシ ンがありま

す。乗合交通の ンサイ ングは、 バ

スからデマンド交通やコミ ティバス、

型 にする。神奈川 内でもそういう り

は んで、全国でもすでに んに行われ
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ています。 では、タクシーをもっとうま

く使えないかという動きが てきていますし、

自 も めて考えていくという発 も着

目されています。 
道 運 の の にある、いわ る

という形 もその中には められて

いるわけです 。 な交通手 でラストマ

イ を支えていくときに、どんなことを考え

なき いけないのかという話です。行 が発

をするのか、 が発 をするのかはい

い で、い んな ターンの スがあり

ます。そうした地域の皆さんと に、行

や交通 業 の皆さんと に、 を進め

ていく場 では、のりし を作ることが大

だと思っています。 
私はそれを地方自治 の中で 現しよう

としていて、 形 の 地 で 10 年 ら

いお手 いをしてきました。そこは 形 か

ら 10 キ らい れていて、 1 日しかバ

スが運行されていなかったため、運行本 を

やして しいと地 の皆さんが思っていた

地域です。 は 会に要 されたのですが、

にも 1 日というバス の地域があっ

たので、なかなか ち行かなかった。それで、

地域で 会を作ってバスの運行を担えば、

その 会に対し 形 が で支 金を

すという を提 して、地 の人たちが

化をしました。 
の では、 形 が 1 日バスを運

行していたわけですから、 はその らいの

経 を せるでし うということで と交

して、 1 日バスを り上 る金 を上

に、 形 が 会に経 を支 するという

ことになりました。 
また、バスを が運行するのかということ、

まり自分たちでやるのか、業 に せるの

かというようなことも 会で めて、地

のタクシー会社にお いをすることになりま

した。それでも 会の皆さんは道 運

などの 度を る がないので、 形 がそ

ういうとこ をサ ートしています。運行

を けたタクシー会社は「こういうとこ

を回すと が くかかってしまいますよ」

とか、「この はい も していますか

ら、 の を交 しておきます」とい

うような 力をしてくれます。地 の皆さん

と行 と交通 業 が、それ れ自分ができ

ることを し合って をク している。

これこそがまさに「のりし 」づくりの で

す。 
国 には 、 でも イ

ンド ーシティという があります。こう

した を していくと、 高齢社会では

使える公共交通、 動手 を 、か 合

に提 し社会 加を促すことが重 され

ます。高齢 が使える公共交通とか社会 加

を促すというのは、 は福 な目

が いですが、 、か 合 に提 す

るというのは交通 に があります。こ

ういう場 に福 サービスと交通サービスは

のりし を し合わないと対 ができないと

いうことです。い んなことができるように

なった中で地域が えている を考えてい

くというのが、これからの地方自治行 の役

割だと思います。 
 
 
集  

吉田准教授は『月 自治研』2018 年 10 月

新 にも「 高齢社会の 動手

に求められる自治体の役割」を 筆されていま

す。こちらも せて ください。 
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 葉 会が 成 年 月に 会 本 を してから 年を える。神奈川自治

研 ンター で葉 会 の横 す 氏は、 と の づくり交流会 運営

・自治体 会 ーラ 呼びかけ人として全国の自治体 会 を目 す活動にも に

加しながら、葉 会の 会 本 やその の 会 をこれまで ードしてきた。以

下は、葉 会 のこれまでの と今 の に いての横 す 氏の ートである。 

             

  
１． 会 の  
 

(1) の  

葉 は、 島の 部に し、横

と に 、 に して、周 を

い の に まれた さな である。 

鉄道の はなく、 や横浜 に通 する

が い。人口 人。高齢化 は

を えているが、ここ 年か 、

の 入が えている。 

学 の入学 も 減が 、 は、

これから 年は 加の 通しである。 

会は、 。現 は が

、 が と、 の比 が を

えている。 せい で、 が

 

 
(2) る と  

（ の ）   

私は、 年の で 会 に

。 に 会 から ・

・ 合計画などを手渡された。 や

は めてもその

合いを でき

ていない自分に、

大きな を け

た。周 に行 や

会に いて

できる人もなく、

会 に、

や行 の などに いて、担

する から クチ ーしてほしいと し

た。「こんなこと めて 」とびっくりされ

ながらも、私 人のために研修の場を作って

くれた。 

の 入役が、 担 を って、

っくり クチ ーを 。 に、「

たちは な提 をされるが、まず

をよく してから り んでください」と、

ドバイスされた。 

地方自治研究 ンターの 講 や 分

の講 にできるだけ 加するようになった

のは、この ドバイスがきっかけである。

がりなりにも 分 を自分でやって て、

会  

 

会 会 の に けて

 

 会 （ ）神奈川 地方自治研究 研究講  

 
 写真 
 

議会基本条例制定から10年、葉山町議会次のステージに向けて！　13
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や国の を少しず し始めた。 

は、 担 に の「 カード」

の提 を求めても、「 に使うのですか」と

大 かれ、す にはもらえなかった。 

年の の 、 の

方 も わり、地方自治体も に の

内容を らせるようになった。 年の

シ ックは、「自治体も するのか」と、

にあまり 心のなかった とも

の を できるきっかけとなった。

分 から、 通し と り を進

めている。 

公共 の 化に対 するための「公

共 合 計画」の 計画 も、

を きには できない。 

 
( ) 会 と  

した は、 は 。ほとん

どの は地域の 力 であった。 で

の を ているから、 は せてもら

っているという が く、 会 の

加は されていなかった。 

めての だが、い められたりす

ることはなかった。 会 の や

の 部が、 会にも新しい力が必要だか

らと、 人で っ ることもある私を、 で

も でも ってくれたことは、ありがたいこ

とであった。 

よりよい 会にしたいという熱 はほとん

どの が っており、少しず を提

し、 はかかったが、進んでいった。 

しかし、 から れば、 がたい さ

の で、 して ず 進めて の報

をしても、「そんなことやってなかった

の 」と言われる場 が くあった。 たり

前のことができていなかったのだと、 さ

せられた。 会の は の とよく

言われるが、 たっている。 

会の現状に を ちながらも、 会で

の 体 な は、本 に の で

あった。 

会の情報公開に けた 会だより発行に

する の 、 会 の原 公開

までの道のりの さ、 人 とりの

の 会だよりでの公開、 会 ー ー の

開 など、今では たり前のことだが、

するためには大 な ーが必要で、

の しさを わった。 

・ 情 の は、「 の方がいる

と が る」などの も たが、原 公開

が してから 会 に入ってい

ただくのではなく、始まる前から入 できる

やり方 に えても大きな支 はなかった。 

の 会ではどのような進め方をしている

か、 している中で、 道 会の

会 本 に 会った。 

 

「 会 」  

 

(1) る 会 の

 

の と 年に、

の で、「 会 本 」が

されたとの情報を て、その か月 、

で開催した会 と の づくり交

流会 に、 の 場 をお きした。 

地方分 の をきっかけに、自治

する力を めるために づくりを進めるこ

とを目 の とする会 であったが、 場

のお話は、 な 力があった。 

年 月 日、「 会 本 」

が、全国 の自治体の中で、 めて

された。地方分 行をきっかけに

り んだ 年 にわたる 会 の集大成

を としたもので、この は に

できたものではないと、 を した 場

は された。 

開かれた 会のために 前から した
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活動も めて、 に した内容は、「

会中 の開始」「情報公開 の 」「

目の 」「 会報 会の 」

「 会 の 」「 の 」「自

」「自 による合 形成」「地方 

自治 第 の 」「 高

び し手 き」などで、 な内容の

である。 

その前 はまさに で、 会のあるべき

を しているため、少し だが、以下に

する。 

 「 から で ばれた により

構成される 会は、 く から

で ばれた とともに、 の

を構成する。この の は、

ともに の を けて活動し、 会は

人 による合 の として、また は

の として、それ れの なる特

をいかして、 の 思を に に

させるために い合い、 力し合いながら、

としての の 思 を く共通の

使 が せられている。 

会が の として、地域におけ

る の発 と 福 の 上のために

たすべき役割は、 にかけてますます大

きくなる。特に地方分 の を えて、自

治体の自 な と の が 大した

今日、 会は、その てる を 分に 使

して、自治体 の 、 、 行、

における 、 を く に らかにす

る を している。自 かっ な をと

おして、これら 、 を発 、公開する

ことは の 場である 会の第 の使 で

ある。 

このような使 を 成するために本 を

する。われわれは、地方自治 が める

な の とともに な情報の

と公開、 活動 の な 加の

進、 の自 な の 開、 の

行 との な の 、 の自

研さんと の 上、公正 と の

、 会活動を支える体 の に いて、

この に める 会としての 自の 会運

営の ー を し、 することにより、

に され、 のある、 かな 会

を築きたいと思う。」 

場 は、「 会は、この 前

において、新しい 会運営 ー の を

現し、 めて しい を とともに真

の地方分 を き くことを高らかに 言し

たものである。この の作成にあたった

の は 会の 期に

ちあえたことを の りとして にと

どめるに いない。」と、 会が作成

した「 会 本 」の で、 ・

の発 、公開は の 場である、 会の

使  前 にこめられた分 下における

会のあり方 会 本 の中で

べている。 

場 から お話を い、この前 を

んだ の、 会 の に ち会ってい

るという心 える体 は、私の い 活

でもそんなに くない。これから として

たすべき重要な が かったと た。 
 

(2) 会 の  

「 と の づくり交流会 」 
   加をきっかけに 

場 の講演が行われた「 と 会の

づくり交流会 」には、葉 会から

も、 日、 の が 加し、 場 の

お話に な 象を けた。 

「 と 会の づくり交流会 」での

日 の研修は、 のような講演内容と講

だった。 

「 の としての 会 合 の

にしかできないこと」 

大学教授 

議会基本条例制定から10年、葉山町議会次のステージに向けて！　15
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「自治体 会 度の を る」 
今 中 大学教授 

「自治 正の と今 の 会 」 
大 大 教授 

まさに シ ックに く、 シ ック

で、 加 の目は いていた。 
 

 たちの と の  
その 、 で 会を 、

会 本 に いて めて学んだ。 

葉 会で、 くの が「 会 本

」の が必要と た は、地方分

が され、地方 会の の重

さが す中で、 からは 会に対し しい

目が がれているという、それ れの の

があった。 

、 からは、「 報 が高す

る」「 の が す る」「 の活動が、

の しか えない」という を

に け、 報 や に いては、

・ 情も度 されていた。 

の かの は、 会 の

目に いて、会 や の に ン ート

を行い、 り上 るべき を、す できる

もの、中 期 な り とするもの、

を うかなどを しながら にして

を め、 り んでいた。この進め方

は、現 も している。 

年の で された の

の中に「 会 本 の 」が まれ

ていた。 

そこで、 は 目も提 されていた

会 目の中から「 会 本 の

」にも り ことを め、 会での正

な を開始した。 の 会運営 の

り い進行で、 が形となっていった。 

  
 
 

．  

 
(1) 「 会と 」の  

会 本 に り にあたって、

もう 度原 に って、 会とは かという

とこ から を始めた。それ以前の 会

の り では、そこまで原 に ち返っ

た はしていなかった。講 をお きし、

全 で り んだ研修は、それからの

の てを する 本となった。 

会は の として をすべきとこ

か、 とどう き合っていくか、が原 で

あり、 会としての り の な

という も加わって、「 会 本 」の

必要 が再 された。地方自治 での自治

体の づけ、地方 会の づけや、

での など、 という目 を

なければ、全 で学び、 することはなか

ったかもしれない。 

期の 年 を として り ん

だが、 中、 ・ の という

の もあって、 が の より

れた。 としては く、内容も く た

り前のことが かれている。 

 

(2)「 の 会」の  

会 本 の にあたって、 前に

の 会に対する を うために、「

の皆さまの を う会」を 内 会場

で した。 

として、自分の支 の報 を

経 している は いが、 会として

の を うというのは、 めての経 で

あった。 

の皆 と対 する「 の

を う会」を、 の 道 を とし

て、 ・ の に ながる

の中で することになった。 からの

や が、「 会 本 」ではなく、
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の に集中し、 に される と

なった。行 と 会が と られているこ

とも した。 
この「 を う会」は、 の

を うため、 人からの発言はしないと

いう前提で進めたが、 会 の しい を

それ れが する 重な体 となり、

「 」と「 会」に いて く考えるチ

ンスともなった。 
 
( ) の と  

             5回  

 会 本 の  
本 の は、 会運営 会が

担 し、 の を めた。 

全 が合 できない 目に いては、

り上 ない。 

上 に することはしない。 

にわかりやすく なものとする。 
 
 を作成 

の 目 とに、要 要、 、

などを、 な から した。 は、

をかけて に会 の を し、

を繰り返して合 形成に めてまとめた。

に づく 素 は、 人で構成

する 会を けて した。 
の に たっては、全国の 進

を 考にしたが、神奈川 原 と 道

の 会 本 を特に 考にした。 
これらの を 考に、葉 会に合っ

た とするため、 を 度も 正する

作業を行った。35 回にわたる な会 、

会を経て、ようやく素 が 上がった。 
本 の作業の中で、合 形成に けて

が を くした。全 が合 しな

い 目は しないという は、

が せず、合 できる 目がなかった場合

は ができない、または の体をなさな

くなるということである。そこで、

は、 場で すべきことは し、

合 を って を戦わせた 重な体 に

なった。 
 

 合 できなかった「 」 
まで合 ができなかった 目の は、

である。 

対の な としては、 

の ・内容の は、これまで    

  も の で行っていた 

・ された場合、 会 

  には がある 

の ・ に いて、 全 

  の共通 ができていなかった 

会が期待する と なった  

  をされる れがある 

などが られた。 

年 かけてようやくまとめ上 た

素 を、 ックコ ントにかけ、 か

ら 目にわたり な をいただいた

が、 には ックコ ントで し

た内容はなかった。 

成 年 月の本会 において全会

で したが、 がなければ 会 本

の がないとの で、 の に

の が した。 

 
． 会 の  

 
葉 会の 本 は、前 と から

なっているが、 の と に「 会と

して たすべきもの」が 言として り まれ

ており、それをどう活かして活発な 会にして

いくのかが、 からの大きな である。 
 

 (1) 会と の  

前 は以下の通りで、地方自治の 現を目

すと している。 
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「地方 会は、 のもと、

を とし、 の を けて活動する

の であり、合 による であ

る。また、 その の 行 以下「 」

という。 と 、対 な を ち、

と を 分に えた地方自治の

現を目 すものである。 
地方分 を進める上で、地方自治体は自

らの と において行 を運営することが

求められている。地方 会 び は、 福

の 上を るため、さま まな行 の に

対して、 の な を に し、自

したまちづくりを進める を っている。 
葉 会 以下「 会」という。 は、

このような のもと、これまでの な自

と の を重 し、 ある

と 化を 、新しい を する

よう める。 
会は、高い 治 に づき、 の

び活動原 、情報提 など に開かれた 会運

営の 本 を め、 の にこたえてい

くことを し、この を する。」 
 
(2) の  

 会報 会 
第 に、 との 交 会 、

加に る 度として づけている。

してから 回か したが、報 会、テー

マを めた 交 会、 体 との 交

を行い、 部ワー ドカ 方 も 入する

など、 行 している。 

 
 ・ 情 の  
第 が「 ・ 情 の 」

の である。 しを行い、 成 年の

月に 加した。 に 回の運 がある。 

この がなかったときも、 中に

・ 情 の を行ったことがあるが、

に すべきという が大 となって、

正した。 
 

 会 を原 公開 
第 で、 会の も、本会 と

く原 公開とし、い でも自 に できる

とした。 

 
 の自  
第 に 。本会 は、提 、

、 、 という の の中で、

の自 のイ ー が しいため、比

キシ な運営が な 会にお

いて、「 の を活発に行い、合 形

成に める」としている。 

活発な の自 のあり方に いて

を行い、 成 年 月から 行してい

る。 会での自 な に けて、

会運営 会での を経て、 から、

から 会 までの ーが提 さ

れた。この ーを 考に本年 月 会より

会において活 し、より自 な

を目 すことが された。 

 
  
第 第 で「 」を してい

る。「 」に いて はないが、

を として 治 ・道 を

たすため、「 に る 」を

らかにした。 

なお、 を たすためには、 会と

しての 行 会を とした

が必要で、 なくしては、 会

として できるものがない。そこに、 会

を構成する ンバーである が に

を くす、いわ る の必要 が

まれてくる。 

 
 会  
第 に会 の を いている。 
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現 会 は 。 会 、共 、

新葉クラ が、交 会 。そのほかは、

人で会 を 乗っている方、 の

方などである。 

か ての大会 が 会運営や 会人 を

っていた状 からは わりしている。し

かし、 会は大会 が を っている

ときも、発言 は で、新人を てよう

という はあり、比 公正な運営がされ

ていた。その は現 も いている。 

 
  
第 では、 の を けている。

では、 の がないので 会には

を することはできないという

だが、地方分 による の 地の 大、

自 により、 はなく と

会に ットがあるものであれば ないと

し、 に で めることにより で

きる を いた。現 は

していない。 

 
  
地方自治 第 第 の は、第

で 合計画の 本計画を とした。

合計画 本構 が地方自治 の から

されたので、 成 年 月 日に、 合計画

本構 を に加える 正を行った。 

  
． 会 10 年  

  会  

 
に、 会 本 を しての 会運営

を しているので、あ は いが着 に

前進している。 
  

(1) の 会の  

 より開かれた 会に  報 から対話  
会 の 加をより前進させなければ

ならないという は、全 に共通のもの

となり、 から 年、 会の

と 加に いての 言は 減している。 

のこ の「 の を う会」

「 会報 会」は、 催した 会 と 加さ

れた ともに のいく成 は られなか

った。会の開催に要する 力は重く、 す

るのは 力が必要であった。しかし、テーマ

の や会の運営方 などの を重 て、

「対話」できたという を られる場 も

まれてきた。 

の期待は の報 ではなく、 前も

しくは進行中の 、 の に いての

交 であり、 し 人のグ ー で

き合わせて話して ようという は正

であった。 した の が なくて

も、 加 が り に「今日は 加して かっ

た 」「 しかった 」と に をかけると

いう経 は、「対話」がいかに大 かを さ

せられ、 り の方 が えてきた。 

そのほか 

・本会 、 会に き、全 会も   

 できるように原 公開に 正 

・ 会も中 ・ 画を開始 

・ 交 会・ 会報 会・ 体との  

 交 を年 回以上開催 年は 回  

 開催  

  
 会力を めて、 を たす 会 

   
会の を高めるため、また に

る経 を する を たすために、

に たっての 、 との の

の自 が重要であるという は、

会 本 、 に してきた。 
新 の など、重要な では、

との に は 。 の自

の を 。 では、 成 対の

で、自 な とはならず、 があっ
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ても に するチ ンスはない。そ

こで、 会 の中で、 の前に

が行われるようになった。 
会 の では、 した

との の 、 が 。その 、

で が行われると、 が に る経

がわかりやすいと、 な をいただ

くことが い。 
・ 会 された重要 に いて、

の で を に要 して 。 
・ が行われると、 会報

作成の も、 に するまでの を

しやすく、どのように合 が形成さ

れていったかが になる。 
・ に 合計画 本構 を入れ、計

画 には 会としての特 会を

するなど、 に り んでいる。 
・必要な場合は、 ・ 情提 を

会に し、 を く。 
・ ・ 特 会では、 会の

を りまとめ、 会 思として、正

と正 が に し入れ、 会から

の サイク の形成に めている。 
・ 会の サイク を して運営する

ことにより、 の の 力による

や提 を、 会からの提 に高め、よ

り 力な 提 にするという経 を重

始めている。 
・ 会の がまとまった場合は、

での ンター の 、 正

でのバスベイ の など、

会が修正を行う場 も てきた。その

場合、 の 会としての 、

の した 力が必要となる。 
 
(2)「 の 方の 」  

「 減ありき」でない の始まり 

「 報 のあり方」に いての 会とし

ての り は、 

成 年 月 日に提 された

報 の から の 減を求める「 情

第  葉 会 の報 減を

求める 情 」 の 報 に

おいて、「 構成が わった新 会で自

に報 に いて、 すべき場を

け することに いて合 した」ことを

したこと  

成 年 月 日に提 された

報 の 減を求める「 情第

報 減を求める 情 」

の において、社会経済情 、

状 に 、 成 年 月から

年 の として、 報 月 を

減することとし、この 年 で

報 のあり方に いて することと

したことがきっかけとなった。  

報 に いては、 状 を した

が求められる 方で、は めから行

の による「 報 の 減ありき」

という ではなく、 会 本 第 15
を まえ、今 の 会活動や 活動のあり

方も めながら、 報 に いて し

ていくこととした。 
に たっては、学 経 からの

・ 言が かせないとの から、地方

自治 第 の の専門 の活 を

ることとし、地方 会に が く、会

会の「 会活動と との

びそれらのあり方」に わられた

学 大学教授に を した。 
なお、 は 会運営 会とし、

必要に て全 会において ・報

することとした。 また、 に たっ

ては、会 会の「 活動と

との びそれらのあり方」 報

を 考とした。  
今回の り は、地方 会 の活動や

会の 像に いても を める 重な
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報 に いては、 状 を した

が求められる 方で、は めから行

の による「 報 の 減ありき」

という ではなく、 会 本 第 15
を まえ、今 の 会活動や 活動のあり

方も めながら、 報 に いて し

ていくこととした。 
に たっては、学 経 からの

・ 言が かせないとの から、地方

自治 第 の の専門 の活 を

ることとし、地方 会に が く、会

会の「 会活動と との

びそれらのあり方」に わられた

学 大学教授に を した。 
なお、 は 会運営 会とし、

必要に て全 会において ・報

することとした。 また、 に たっ

ては、会 会の「 活動と

との びそれらのあり方」 報

を 考とした。  
今回の り は、地方 会 の活動や

会の 像に いても を める 重な
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会となった。 報 に いて 会自ら

し、 の を という は、

全国の 会でもあまり がなく、 かの

進 の に学びながらの作業となった。 

 

 ・ の経  

 成 年 月から 年 月までを

期 と め、 会運営 会が担 して、

報 の り方に いて を行い、 成

年の第 回 会において、 会運営 会

の 報 を行った。 

に たっては、 の手 で行った。 

原 として 成 年度における

会活動・ 活動の  

イ 会活動、 活動、 報 の

度 づけの  

会活動 び 活動の に い

ての づけ  

成 年 月 日の 会運営 会を第

回として、本会 、全 会も めると、

回の会 で を行い、本会 で報 し

た。 

    
 会活動の び の  
会活動をめ る 度と現状を したう

えで、本 会としての 会活動の現状を

まえ 、 会 本 の をも しな

がら、 会活動の に いて と ず

を するという のかかる ・

を行った。 
地方自治 や会 上における 会活動

は「本会 ・ 会、特 会、 会

運営 会、 、 の 」 び

「 は を行う場」とされている。 
これらの活動に する活動 会 活動を

を、 活動と分類した。 
からの の や 体 の 、

催行 の は、公 が められ

ないものとした。 

 会 の は 会 で できた

が、それに する「 活動」 、

活動の は 人しか できないため、

れの も した。 
 

( ) の 方 の   

報 の にあたっては 

・ 報 の  
・ 活 な 報 の必要  
・ び を考 した 報  
・ を えた 報  
などを したが、 に 会

会 の「 公 の の 行日

と の活動日 を比 して する」とい

う考え方を した。 
年 の の 会活動・ 活動の

を、 日 の活動日 に し、

の活動日 と比 した。この計 方 も く

の の となったが、 の目 として

したものである。      

この中で、 の活動日 は、 の

の活動と比 にならない い日 となるため、

活動 の計 には入れず、 を く の

の を る形とした。 年 の

の 、報 をとりまとめ、本会 で報

した。 

で た報 月 は、 である。

その 、 報 に いては、 を え

た 報 であるべきという からの

を行い、また年 となる状 を まえ、

現 の月 の報 に え くこと

を している。 

成 年の 会 の 、 会活動、

活動に いて、再び を行い、前回と

方 で 報 の を行った。その

、 と されたが、この

の で ちに現 の 報 が でない

という になるものではないとの から、

現 の 報 で え くこととなった。 

議会基本条例制定から10年、葉山町議会次のステージに向けて！　21



 22

「 報 のあり方に いて」報 は、 

2 356026 を 。 編集部  
 
． 会  

   の  

 

(1) と「 会 」の る  

  会 の と  

   

 「 会 本 の と 」の進め方に

いて、 る 期の に話し合いを進めて方

をまとめ、 会 の新しい体 の

中で、 加での と も行うという

進め方を、 大学教授からも

言をいただいた。 
会 本 の成 と に いては、

や専門 の力も りながら に り

ことにより、 のステー に進 が

うことを期待している。 
 

(2) 会の の と の  

の 「 会

」の  

 は 月 会で 年度 に

させるために 
は わってしまったことで、

としてもその は少ないというのが、か

ての 会での であった。しかし、

の内容を 年の 編成にいかすた

めに、 月に提 されていた を、 月

会に提 するよう り く要求し、 月

が 現できた。 

 

 会の で特 会を構成 
現 の 特 会は 会の で構成

している。 年度の 特 がその

に たるよう特 を している。

と 会 は、 特 に

はならない。 
 

 日 は び り い 
を行う 月 会は、 、

会などの日 、 の日 を

め、本年は 日の会期となった。 

本会  

を めると、 は 日  

特 会 

日 そのうち 日は、 ・教

の   

  

 特 会の ・ ・要 を

年度 に させ、 会の サイク

として活 する。 
この び要 を 年度の 編成

に けた 会からの 提 として、

び教 に で し入れ、 回 を求め

ることを した。 
で された で、 年度では

わらない は、 会の

として り こともあり、 発 の大

なチ ンスともなっている。 
 
( ) 会の  

葉 会は、前 に「地方 会は、

のもと、 を とし、 の

を けて活動する の であり、

合 による である。また、 その

の 行 以下「 」という。 と

、対 な を ち、 と

を 分に えた地方自治の 現を目 す

ものである」と した。その 現を目 す

力を していきたい。 
 

会 の成 の は 
「 会の本 」に きる  
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で された で、 年度では
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葉 会は、前 に「地方 会は、

のもと、 を とし、 の

を けて活動する の であり、

合 による である。また、 その

の 行 以下「 」という。 と

、対 な を ち、 と
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ものである」と した。その 現を目 す
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会 の成 の は 
「 会の本 」に きる  

○葉山町議会基本条例

平成 21 年７月１日条例第 13 号　

改正　　　　　　　　　　　　　

平成 23 年 9 月 13 日条例第 17 号

平成 25 年２月 22 日条例第 ６ 号

平成 27 年３月 18 日条例第 13 号

（前文）

　地方議会は、二元代表制のもと、住民主権を基礎と

し、住民の信託を受けて活動する住民の代表機関であ

り、合議制による議事機関である。また、長その他の

執行機関（以下「長等」という。）と独立、対等な関

係を保ち、監視機能と立法機能を十分に兼ね備えた地

方自治の実現を目指すものである。

　地方分権改革を進める上で、地方自治体は自らの判

断と責任において行政を運営することが求められてい

る。地方議会及び議員は、住民福祉の向上を図るため、

さまざまな行政の課題に対して、住民の多様な意見を

的確に把握し、自立したまちづくりを進める責任を

負っている。

　葉山町議会（以下「議会」という。）は、このよう

な認識のもと、これまでの良好な自然環境と住環境の

調和を重視し、伝統ある歴史と文化を育みつつ、新し

い価値を創造するよう努める。

　議会は、高い政治倫理に基づき、議員の責務及び活

動原則、情報提供など町民に開かれた議会運営の基本

的事項を定め、町民の負託にこたえていくことを決意

し、この条例を制定する。

（目的）

　第 1 条　この条例は、真の地方分権時代に対応する

ため、合議制の機関である議会が担うべき役割及び議

会に関する基本的事項を定め、議会の活性化を図り、

町民の負託にこたえられる議会の実現を図ることを目

的とする。

（議会の運営原則及び説明責任）

　第 2 条　議会は、本町の基本的な政策決定、長等の

事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案及び提言

を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な

運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさ

なければならない。

　２　議会は、前項に規定する議会の役割を果たすた

め、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

 ( 1 )　�公正性、透明性、信頼性を確保し、町民に開

かれた議会及び町民参加を推進する議会を目

指して活動すること。

 ( 2 )　�政策立案機能の充実強化を図るとともに、町

の施策が効率的かつ適正に実施されているか

を町民の立場に立って監視及び評価すること。

 ( 3 )　�町民の多様な意見を的確に把握し、これを町

政に反映させる議会運営に努めること。

 ( 4 )　�議会の会議または常任委員会、特別委員会及

び議会運営委員会（以下「委員会」という。）

の運営において、必要に応じて参考人制度及

び公聴会制度を積極的に活用し、多様な意見

を踏まえながら、適切な判断を行うこと。

　３　議会は、議会運営、政策の立案、決定、提言等

に関し、町民に対して説明責任を果たすよう努めなけ

ればならない。

　　一部改正〔平成 25 年条例６号〕

（議員の責務及び活動原則）

　第 3 条　議員は、地域の課題のみならず、町政の課

題とこれに対する町民の多様な意見を的確に把握し、

合議制の機関である議会を構成する一員として、議会

活動を通じて、町民の負託にこたえるものとする。

　２　議員は、日常の調査及び研修活動を通じて自ら

の資質の向上に努めるものとする。

　３　議員は、議会活動について、町民に対して説明

する責務を負う。

　４　議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉

の向上を目指して活動しなければならない。

（会派）

　第 4 条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成

することができる。

　２　会派は、政策の立案、決定、提言等に関し、合

意形成に努めるものとする。

（町民の議会への参加及び町民との連携）

　第 5 条　議会は、町民の多様な意見を把握し、議会

活動に反映することができるよう町民の議会活動に参

加する機会の確保に努めるものとする。

　２　議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と

位置付けるとともに、委員会審査に当たって必要があ

ると認めるときは、これら提出者の意見を聴く機会を

設けるものとする。

　３　議会は、長等の事務の執行の監視及び評価並び

に政策の立案、提言の過程において、参考人制度、公

聴会制度等の積極的な活用及び町民との意見交換等町

民参加に係る制度の充実に努めるものとする。

　　一部改正〔平成 23 年条例 17 号〕

（附属機関の設置）

　第 6 条　議会は、議会活動等に関して必要があると

認めるときは、別に条例で定めるところにより、審査、

調査又は諮問のための附属機関を設置することができる。

（広報機能の充実）

　第 7 条　議会は、多様な媒体を用いた町民への情報

提供に努めなければならない。

議会基本条例制定から10年、葉山町議会次のステージに向けて！　23



　２　議会は、議案に対する各議員の意思を議会広報

で公表する等、広報機能の充実に努めるものとする。

（委員会の公開）

　第 8 条　議会は、開かれた議会運営に資するため、

委員会を原則として公開する。

（長等との関係の基本原則）

　第 9 条　議会は、二元代表制のもと、長等と常に緊

張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行

うとともに政策の立案、提言を通じて、町政の発展に

取り組まなければならない。

　２　議会は、長等との立場及び権能の違いを踏まえ、

議会活動を行わなければならない。

　３　議会の会議及び委員会において、長等（その補

助職員を含む。）は、議員の質問、質疑、議員提出議

案等に関し、議長又は委員長の許可を得て反問するこ

とができる。

　　一部改正〔平成 27 年条例 13 号〕

（政策立案及び政策提言）

　第 10 条　議会は、条例の制定、議案の修正、決議

等を通じて、長等に対し、積極的に政策の提言を行う

ものとする。

（議会審議における論点情報の形成）

　第 11 条　議会は、まちづくりの基本方針並びに町

民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及

び事業について、長等に対し、次に掲げる事項を明ら

かにするよう求めるものとする。

 ( 1 )　�政策を必要とする原因又は背景

 ( 2 )　�他の自治体の類似する政策との比較検討

 ( 3 )　�町民参加の実施の有無とその内容

 ( 4 )　�総合計画等との整合性

 ( 5 )　�政策の実施に必要な財政措置

（議会の議決事件）

　第 12 条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

96 条第２項に規定する議会の議決事件は、基本構想

及びこれに基づく基本計画の策定、変更又は廃止に関

することとする。

　　一部改正〔平成 25 年条例６号〕

（活発な議論による合意形成）

　第 13 条　議員は、議会の権能を発揮するため、委

員会において、議員相互の議論を活発に行い、合意形

成に努めるものとする。

（政務活動費）

　第 14 条　議員及び会派は、葉山町議会政務活動費

の交付に関する条例（平成 16 年葉山町条例第６号）

に基づき交付される政務活動費を活用して、議員の調

査研究、広報広聴及び政策立案に資するものとし、そ

の使途については、積極的に公開し説明責任を果たさ

なければならない。

　　全部改正〔平成 25 年条例６号〕

（議員定数及び議員報酬）

　第 15 条　議員定数及び議員報酬に関しては、別に

条例で定めるところによる。

　２　議員報酬の改正に当たっては、原則として第三

者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしな

ければならない。

　３　議員定数及び議員報酬の改正に当たって、委員

会又は議員が提案する場合は、その理由について説明

責任を果たさなければならない。

（政治倫理）

　第 16 条　議員は、高い倫理性が求められているこ

とを深く自覚し、葉山町議会議員政治倫理条例（平成

14 年葉山町条例第 25 号）を遵守し、品位の保持に努

めなければならない。

　　全部改正〔平成 25 年条例６号〕

（議会改革の推進）

　第 17 条　議会は、分権時代における地方議会のあ

り方を常に議論し、不断の議会改革をさらに推し進め

るよう努めるものとする。

（議会事務局の体制整備及び予算の確保）

　第 18 条　議会は、議会の政策立案能力を向上させ、

議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の

調査、法制機能の強化及び組織体制の整備を図るもの

とする。

　２　議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関

としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運

営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものと

する。

（最高規範性）

　第 19 条　この条例は、議会運営に関する最高規範

であって、議会は、この条例の目的及び趣旨に反する

議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

（検討）

　第 20 条　議会は、この条例の施行後、町民の意見、

社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるとき

は、この条例の規定について検討を加え、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。

　　　附　則

　この条例は、平成 21 年 10 月１日から施行する。

　　　附　則（平成 23 年９月 13 日条例第 17 号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成 25 年２月 22 日条例第６号）

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 14�

　条の改正規定は、平成 25 年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成 27 年３月 18 日条例第 13 号）

　この条例は、公布の日から施行する。
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